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2017 年 4 月 吉 日 

 

西日本地域のお客様各位 

 

株式会社ユニリタ 

代表取締役 北野 裕行 

 

 

株式会社ユニリタプラス 

代表取締役社長 増田 栄治 

 

 

 

ユニリタプラス設立に伴う契約関連手続きのお知らせ 

 

拝啓  貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り、厚く

お礼申し上げます。 

 

このたび、西日本地域（九州を含む）の販売・サポートを独立して行う別会社として、

2017 年 4 月 3 日に株式会社ユニリタ（以下「ユニリタ」）の 100％子会社として株式会社

ユニリタプラス（以下「ユニリタプラス」）を設立いたしました。設立の目的は、西日本に

おけるユニリタ製品に関する販売の強化および付加価値をプラスしたサポート提供にござ

います。 

 

これに伴い、ユニリタ製品に関して、西日本地域のお客様との契約窓口はユニリタプラ

スが担当し、下記のスケジュールに基づき、営業活動および契約業務を実施させていただき

たく存じます。 

 

＜2017 年 6月末まで＞ 

見積提案、契約締結、請求書発行などにおいて、ユニリタプラスがユニリタの契約事務代行

を行います。この間の見積書・契約書・請求書の発行名義は「ユニリタ」となり、ユニリタ

プラスは「契約事務代行」の名義にてそれらを実施いたします。 

 

＜2017 年 7月以降＞ 

見積提案、契約締結、請求書発行などにおいて、ユニリタプラスが契約当事者として活動い
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たします。この場合の見積書・契約書・請求書の発行名義は「ユニリタプラス」となります。 

 

これに伴い、ユニリタと西日本地域のお客様が締結しておりますユニリタ製品に関する

期間使用料契約およびサポートサービス契約は、ユニリタプラスとの契約に移管させていた

だきたく、別途、個別に契約上の地位譲渡の覚書の締結をお願い申し上げます。 

（※ユニリタ製品のライセンス許諾は、ユニリタが、著作権者としての地位に基づき引き続

き行ないます） 

 

なお、ユニリタ製品の技術支援業務（請負・準委任）に関しては、当初より、ユニリタ

プラスが西日本地域のお客様と契約させていただきます。 

 

また、今後のユニリタプラスとのお取引にあたり、この機会に下記のお取引口座を開設

していただければと存じます。 

 

三菱東京 UFJ 銀行（0005） 

大阪営業部（005） 

普通預金口座 

番号 NO.0883176 

 

その他、本件に関するお問い合わせは、下記の担当窓口までお願いいたします。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

株式会社ユニリタ 

 IT ソリューション営業第二本部 

  パートナービジネス部 金子、市川 

 お問い合わせ先：up@unirita.co.jp 

 

株式会社ユニリタプラス 

 ICT プランナー営業部 中西、各担当営業 

 お問い合わせ先：unirita_plus@unirita.co.jp  

 

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

敬  具 

mailto:up@unirita.co.jp

